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はじめに

１．知的財産権制度は、知的創造活動に対して独占的権利を付与す
ることによって開発意欲を促進させるとともに、創作物の内容を
広く世に公開することにより、社会全体の創作水準を向上させて
いくシステムであり、産業の発展に不可欠なソフトインフラとし
ての役割を担っている。
この重要な役割を十全に果たし得るべく、我が国の知的財産権

制度は、各時代のニーズに応じ、最も適切なスタイルを追求しつ
つ変遷を重ねてきた。

２．しかし、知的財産権の侵害に対する救済のあり方については、
現行特許法等が制定された昭和３４年以来約４０年もの長期にわ
たり、見直しがなされていない。

３．我が国の技術水準の急速な向上、経済活動のグローバル化の進
展といったこの期間に生じた国内・国際情勢における大きな環境
変化を踏まえれば、かかる部分についても、我が国の現況に最も
適合したシステムを構築することが必要である。

４．以上のような認識のもと、本小委員会では、損害賠償制度の見
直し等を通じ、侵害に対する救済を強化することにより、知的財
産権の「強い保護」を図っていくことが、２１世紀に向けた我が
国経済の生命線であると位置付け、幅広い検討を行ってきた。本
報告書は、その検討成果をここに報告するものである。

５．今回の検討内容が、科学技術創造立国（科学技術基本法：平成
７年制定）の前提条件の整備に資するとともに、知的財産権争訟
の早期かつ適切な解決につながることを期待する。



第１章 知的財産権を取り巻く環境変化と
検討の背景



１．損害賠償等小委員会の開催経緯

本小委員会は、知的財産権侵害に係る救済等の適正化に関し、幅広い観点か
ら調査、検討を行うため、平成９年４月２４日に開催された第３３回工業所有
権審議会総会において、法制部会の下に小委員会として設置することが決定さ
れた。 この決定を受けて、学界（知的財産権法、民法、民事訴訟法、刑法、
経済学）、行政機関（法務省、文化庁）、裁判所、弁護士、弁理士、産業界、
マスコミの各界から選ばれた委員が、７回にわたり小委員会を開催し、精力的、
かつ、集中的な審議を行い、報告書をとりまとめた。
これまでの開催経緯は以下のとおり。

○第１回小委員会 平成９年 ６月１０日 開催
議事；「２１世紀の知的財産権を考える懇談会報告書について」

「知的財産権にかかる救済等の現状と問題点」

○第２回小委員会 平成９年 ７月１４日 開催
議事；「刑事罰及び特許権の侵害訴訟等の紛争処理システムについて」

「我が国におけるライセンス実務・政策、訴訟経験等について」
「著作権審議会における検討経緯」

○第３回小委員会 平成９年 ９月 １日 開催
議事；「知的財産権の侵害に対する救済等のあり方について」

○第４回小委員会 平成９年１０月 ２日 開催
議事；「知的財産権の侵害に対する救済等のあり方について」

○第５回小委員会 平成９年１０月２１日 開催
議事；「知的財産権の侵害に対する救済等のあり方について」

○第６回小委員会 平成９年１１月１１日 開催
議事；「報告書案の検討」

○第７回小委員会 平成９年１１月２５日 開催
議事；「報告書とりまとめ」



２．工業所有権審議会損害賠償等小委員会委員名簿
平成９年11月現在

氏 名 役 職 名

委員長
中 山 信 弘 東京大学 教授

委員長代理
鎌 田 薫 早稲田大学 教授

委 員
伊 藤 眞 東京大学 教授
揖 斐 潔 法務省民事局参事官
尾 崎 英 男 弁護士
尾 ・ 道 明 法務省刑事局参事官
齋 藤 博 筑波大学 教授
酒 井 一 弘 日本知的財産協会 副会長

（株）リコー 専務取締役
滝 井 朋 子 弁護士
竹 田 稔 東京高等裁判所 判事
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長 岡 貞 男 一橋大学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 教授
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馬 場 錬 成 読売新聞社 論説委員
原 田 芳 宏 東レ（株） 代表取締役副社長
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平 井 宜 雄 東京大学 教授
藤 野 政 彦 武田薬品工業（株） 代表取締役副社長
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山 口 厚 東京大学 教授

（50音順・敬称略）



３．知的財産権を取り巻く環境変化

（１）我が国経済におけるパラダイムの転換

我が国経済のキャッチアップ型からフロントランナー型への移行に伴い、
企業行動及び収益構造が変化

【キャッチアップ型】 【フロントランナー型】

欧米独自の技術 研究開発、独自製品開発
技術を導入

応用製品開発 開発資金回収
( )収益構造の変化 知的財産権の役割大

の追上げｱｼﾞｱ
大量生産、価格競争力 生産又はライセンス料
による収益 による収益

＜模倣に寛容＞ ＜研究開発重視＞
（リスク、コスト小） （リスク、コスト大）

※キャッチアップ型からフロントランナー型への構造変化

キャッチアップ型 フロントランナー型

基本技術 欧米から導入が主体 独創性が必要

産業化 需要や製品イメージ 需要や製品イメージ
が明確 が不明確

開発リスク 一般的に小 大

開発マインド 横並び意識 独創性、得意分野開発

知的財産権 改良発明の保護重視 基本発明の保護重視

法改正の主眼 権利申請から取得ま 十分な権利行使
での早期化等

①我が国産業を取り巻く競争環境
我が国産業は、戦後、欧米諸国を範とし、大幅なキャッチアップを遂げて

きた。そこでの発展は、順調に拡大する国内市場と広大な海外市場の存在を
背景として、良質で安い労働力を基盤に、欧米の先進技術を取り入れ、生産
技術を高めることによって、価格競争力で比較優位を得て、世界市場に安い
製品を大量に輸出していくことにより達成された。
その後、高い生産技術と良質な労働力を強みとする我が国産業は、一時は

世界一の産業競争力を誇ると評価された時期もあった。しかし、近年のハイ
テク分野を中心とする米国の競争力強化、アジア諸国の急成長の中で、我が
国産業は比較優位を失いつつある。このように競争環境が変化するなかで、
我が国は競争力上の比較優位を再構築するべく産業政策上の大きな「時代の
岐路」に立たされている。



②経済構造改革を通じた競争力の強化
ＷＴＯを中心とする自由貿易体制の下、国際貿易は急速に拡大し、情報は

国境を越えて飛び交い、世界が一つの市場として機能している。この中で、
欧米諸国が競争力を回復し、アジア諸国が成長している現状を踏まえれば、
今後、世界的な大競争（メガコンペティション）の時代を迎えることは必至
であり、我が国産業も、新たな競争力の源泉を確保していく必要がある。
以上の前提に立てば、我が国の産業政策としての基本的方向は、競争力の

強化を図ること及び強い競争力を有効に活用すべく公正かつ適正な競争が行
われるための国際的・国内ルールの整備を図り、経済構造改革を実現してい
くことにある。

③技術等の知的創作の重視
我が国産業の競争力を強化するためには、資金、人材、技術及び事業環境

といった様々な構成要素の整備が必要であるが、我が国産業が世界トップレ
ベルの水準にあること、高い教育水準の良質な労働力を有していること等を
踏まえれば、技術等の知的創作の保護は、競争力強化のための重要な柱とな
るものと考えられる。
また、技術等の知的創作は、製品の高付加価値化・差別化、生産効率の向

上を通じて、新規産業を興し、成熟産業を活性化する鍵でもある。
平成７年に制定された「科学技術基本法」、平成８年７月に閣議決定され

た「科学技術基本計画」等の動きの中でも、独創的な技術開発を行い、新分
野での新産業を創生させ、いわば技術と頭脳による国づくり（科学技術創造
立国）を進めることが我が国が２１世紀に向けて世界のリーダーとして生き
残り得る唯一の道であること、知的財産権の保護強化及びハーモナイゼーシ
ョンはその条件整備であるとの認識が示されている。

④知的創造サイクルの確立

【特許を取る時代から使う時代へ】

技 術 開 発
↓

（出願・審査・査定） ＝ 従来の重点特許権取得
↓

（裁判・無効審判） ＝ 今後の重点特許権行使

【知的創造サイクル】
権利設定

(ａ) (ｂ)

創 造 権利活用
(ｃ)



近年の世界的な知的財産権の重視の動向を踏まえ、我が国の知的財産権制
度は、知的創作を権利化し、保護するプロセス(ａ)については累次見直され、
広い形での保護制度の構築、早期の権利設定、制度の国際的ハーモナイゼー
ションの観点からの制度改正が行われてきた。しかし、これらの改正はキャ
ッチアップ型経済を前提としたものであったと言える。
キャッチアップ型経済における企業は、欧米の既存技術をモデルとした応

用技術について、周辺を押さえるべく大量の申請を行っていた。この経済ス
タイルにおいて、知的財産権は競争相手に対する防衛的役割が重視されてい
たため、知的財産権制度についても主として着目されていた部分は、権利取
得の早期化を始めとした権利の申請から取得に至るまでのフローについてで
あった。
しかし、今後我が国産業が重視して行くべき独創的・フロントランナー型

の技術開発には、多くの資金、時間、労力の投入が不可欠であり、また一つ
の成功のためには、多くの失敗の積み重ねが不可避である。その分、フロン
トランナー型技術開発に対する企業の投資リスクは非常に高いものにならざ
るを得ない。
このため、従来軽視されがちであった権利取得以降のフローについて、十

分な権利行使がなし得る制度的手当てを用意する必要性が高まっている。
かかる部分について「強い保護」を実現していくことにより、知的創作を

権利として設定し保護するプロセス(ａ)のみならず、権利化された知的創作
を製品化して活用するとともに侵害から救済するプロセス(ｂ)、こうした権
利の活用により投資リスクを回収し新たな知的創造を促進するプロセス(ｃ)
を円滑化させ、知的創造サイクルを確立していくことが重要である。こうし
たサイクルが企業の収益構造の変化に結びついていくものである。



（２）我が国社会のルール尊重型社会への移行

我が国社会が事前規制型社会からルール尊重型社会へ移行。

【事前規制型】 【 型】ルール尊重

制限的な経済活動 自由な経済活動＝ ＝

・問題発生の未然防止のため ・抑止機能をもったシステム
のモニタリングの必要性 形成の必要性

①全体の動き
我が国経済はキャッチアップ型からフロントランナー型へ転換しつつある。

この転換が円滑に行われていくためには、その前提条件として、社会構造の変
革が必要である。すなわち、行政のみならず、司法又は企業等をも含めた社会
全体の効率性を向上させてコストを低減しつつ、自由な経済活動の確保及びそ
の促進を実現することが求められている。
自由な経済活動には一定のルールが課されるが、このルールの遵守を担保し

ていくためには、不断のモニタリング等による事前チェックを行うか、事後的
争訟システムの整備を図り抑止力を強化する、という選択肢が考えられる。
従来の我が国は主として前者を採用してきた。しかし近年では、高コスト構

造の解消に向け、よりコストの低いシステムとして後者が選択されるようにな
ってきている。

②特許制度とルールメーキング
特許についても、制度を円滑に運営していくため、権利侵害の防止を、権利

者によるモニタリングから、通常は自由に活動できるが違反行為があった際に
は厳しく臨むといった、事後的救済の充実の結果としての抑止機能の強化に移
すことが必要となっている。
特許制度は独占的権利の付与と引き替えに、権利内容を公開させ、更なる技

術開発とそれによる産業の発達に資するという仕組みの上に成立している。こ
ういった特許制度というルールを尊重させるためには、特許権を侵害するとい
った違反者に対して相応の責任を追及しうるシステムの形成が特に重要である。
そういったシステムによって適切なライセンスポリシーの実現及び自由な研究
開発の促進が図られる。



※特許制度とルールメーキング
開 発

ＹＥＳ 特許権による ＮＯ
権利行使が十分に
確保されている

やむを得ず
特 許 制 度 企業内秘密
を活用 として社内に秘匿(注)

独占権付与
(開発ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ)

適切な保護

公 開
(産 業 の 発 展)

モニタリング ＜ 抑止力の強化
ｺｽﾄ ｼｽﾃﾑ ｼｽﾃﾑの高い より優れた

(注)一定の要件を満たせば、不正競争防止法による保護が図られる。



（３）国際経済の枠組みの変遷

米国における知的財産権重視政策。アジア諸国企業の模倣活動の拡大に対
する多国間経済スキームによる取組みの強化。

①米国におけるプロパテント政策の推進

１９８２年 ＣＡＦＣ（連邦巡回区控訴裁判所）設立

１９８５年 ヤング・レポート

１９８８年 包括貿易法制定

知的財産制度の重要性は、１０年以上も前から米国において認識されてき
た。レーガン政権時代の米国は、現在日本が抱いているのと同様の問題意識
から、１９８２年に連邦巡回控訴裁判所（ＣＡＦＣ）を設置するとともに、
１９８３年には大統領産業競争力委員会を設け、国をあげて競争力の強化策
を検討した。その結果は、１９８５年にヤングレポート（注）として政策の
方向性を提示するものとなっているが、知的財産権はその中でも特に重視さ
れ、知的財産権保護に関する特別レポートが提示されている。
これを受けて、米国では、知的創造活動の成果を重要な知的財産権と位置

付け、保護範囲の拡大、均等論や懲罰的損害賠償の積極活用、通商法スペシ
ャル３０１条の新設等の抜本的なプロパテント政策を展開し、国際競争力の
強化に努めてきた。

（注）1985年に産業競争力に関する大統領委員会のヤング委員長（ＨＰ社社長）か

らレーガン大統領になされた報告。

米国の産業競争力に影響を与える「研究・開発・製造」、「資本資源」、

「人的資源」、「国際貿易」について検討。「研究・開発・製造」分野の中で

特別レポートとして知的財産権保護強化を提言。



②国際的なルールの整備
【多国間協定】

ＷＴＯ・ＴＲＩＰＳ協定
日本

Ａ Ｐ Ｅ Ｃ 行 動 指 針
国内的取組みの必要性

（模倣対策の国際的取組みを規定） 模範的ルールの提示の必要性

エンフォースメント
重視型

模 倣 活 動 の 抑 止

東西冷戦構造の終焉、東アジアの急速な経済発展、情報通信革命等の要因
により、国際経済のグローバリゼーションは急速に進展してきた。
そうした中、1995年１月に、世界の多角的な自由貿易体制の構築に向けた

スキームの整備に向け、旧来のＧＡＴＴ体制に代わり、ＷＴＯが発足した。
ＷＴＯ協定では、知的財産権についてＴＲＩＰＳ協定（知的所有権の貿易関
連の側面に関する協定）が定められている。
同協定は知的財産権に関する基本原則、保護規範とともに、権利行使（エ

ンフォースメント）についての規定が定められており、模倣品、侵害品の取
り締まりについて、国際的枠組みで取り組んでいくことが明らかにされてい
る。
アジア諸国の経済的発展を目指して発足したＡＰＥＣの行動指針において

も、域内貿易・投資の自由化・円滑化を推進するため、知的財産権の実効的
なエンフォースメントに向けた方策の検討がなされてきている。
また、ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）においても、特許法条約の検討、

特許協力条約の充実、商標法条約の制定、ヘーグ協定、マドリッド協定の見
直し等、各国の知的財産権制度の調和を図り、知的財産権を国際的に保護す
るためのルールが活発に検討されてきた。
こうした国際的な流れの中で、ＷＴＯ、ＡＰＥＣ加盟国である我が国は、

模倣が頻発している諸国に対して日本としての模範的ルールを示していくと
ともに、国内においても模倣、権利侵害に対する取組みを十分に行っていく
ことが必要となっている。



４．検討の背景及び反響

各方面からのニーズ、政府方針に基づき、本小委員会では知的財産権の侵害
に対する救済等のあり方について審議を行うこととした。検討が深化するに伴
って、本テーマに関する反響は高まり、マスコミを始め多くの賛同と議論を惹
起することとなったため、その内容も含めてここに紹介する。

（１）検討の背景
①２１世紀の知的財産権を考える懇談会（平成９年４月）

（座長：有馬朗人理化学研究所理事長）

「情報化」、「グローバル化」の進展といった、最近の急激な環境変化
を踏まえ、２１世紀に向けた我が国知的財産権制度のあり方を検討するた
めに開催された。平成９年４月には報告書を取りまとめ、８つの提言が行
われたが、そのうちの一つとして、知的財産権の「強い保護」が必要との
指摘がなされた。

【８つの提言】

a)知的財産権の「広い保護」 e)「電子パテント」の創設

b)知的財産権の「強い保護」 f)「発展途上国協力」の推進

c)大学・研究所の「知的財産権振興」 g)「世界共通特許」への道

d)「特許市場」の創設 h)「知的財産権政策」の国家的取組み

②「経済構造の変革と創造のための行動計画」（平成９年５月閣議決定）

橋本内閣の六大改革の一環として、経済構造改革に対する政府全体の取
り組みが進められている。その具体策として掲げられた行動計画のうち、
新規産業の創出に向けた横断的環境整備の一つとして、
「知的財産権の侵害に対する損害賠償額の算定方式等に係る制度の見直

しについては、平成９年度中を目途に、実態を踏まえて、制度改正の必要
性も含めて検討を行う。」ことが決定された。



（２）検討に対する反響
①各方面からの意見

本小委員会の審議事項に関しては、産業界、学界、法曹界、マスコミ等各
方面から強い関心が示されて、活発な意見が寄せられた。また、小委員会の
内容をインターネットを通じて公表し、意見聴取を行うという方法も採り入
れた。
これらの意見は、およそ以下の３点に集約された。
a)損害賠償の認容額が低い
b)訴訟期間が長い
c)裁判に要する費用が高い 等

②産業構造審議会基本問題小委員会「緊急提言」（平成９年１１月）
～経済構造改革の深化・加速化に向けて～

経済構造改革の深化・加速化の具体的方策のうち、特に緊要性のあるも
のの一つとして、
「我が国においては、知的財産権が侵害された場合に得られる損害賠償

額が低く、一部には「日本では権利侵害した方が得」との声すらある。こ
のため、特許法の損害賠償制度の見直し等により、侵害行為に対する権利
行使機能の充実を図り、知的財産権の「強い保護」を実現することが必要
である。」との緊急提言がなされた。


